
JP 2017-1994 A 2017.1.5

(57)【要約】
【課題】
　皮膚内透明感の向上や角層重層剥離の改善に有効な、
経口摂取しやすい肌質改善剤及び肌質改善方法を提供す
ること。
【解決手段】
　オオムギ若葉及び／又はハトムギ若葉を含有する、肌
質改善剤である。該肌質改善剤は、ゼリー状経口用組成
物に含有される。オオムギ若葉及び／又はハトムギ若葉
を、乾燥物換算で２００ｍｇ／日～２０００ｍｇ／日と
なるように摂取させる、肌質を改善する方法である。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オオムギ若葉及び／又はハトムギ若葉を含有する、肌質改善剤。
【請求項２】
　前記肌質は、皮膚内透明感及び／又は角層重層剥離の程度である、請求項１に記載の肌
質改善剤。
【請求項３】
　前記オオムギ若葉又は前記ハトムギ若葉は、粉砕物又は抽出物である、請求項１又は２
に記載の肌質改善剤。
【請求項４】
　前記粉砕物の粒度は、２００メッシュ以下の比率が５０質量％以上である、請求項３に
記載の肌質改善剤。
【請求項５】
　経口用である、請求項１～４のいずれか１項に記載の肌質改善剤。
【請求項６】
　オオムギ若葉及び／又はハトムギ若葉を含有する、ゼリー状経口用組成物。
【請求項７】
　前記オオムギ若葉又は前記ハトムギ若葉は、粉砕物又は抽出物である、請求項６に記載
のゼリー状経口用組成物。
【請求項８】
　前記粉砕物の粒度は、２００メッシュ以下の比率が５０質量％以上である、請求項７に
記載のゼリー状経口用組成物。
【請求項９】
　前記オオムギ若葉及び／又はハトムギ若葉を、乾燥物換算で１０ｍｇ／ｇ～１５０ｍｇ
／ｇの量で含有する、請求項６～８のいずれか１項に記載のゼリー状経口用組成物。
【請求項１０】
　オオムギ若葉及び／又はハトムギ若葉を、乾燥物換算で２００ｍｇ／日～２０００ｍｇ
／日となるように摂取させる、肌質を改善する方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、肌質改善剤に関する。更に詳細には、皮膚内透明感の改善、角層重層剥離を
改善する経口用組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、肌の見た目の美しさを改善して透明感のある肌を望む女性が増えている。
　肌の美しさは、肌の透明感、具体的には、メラニン色素量の減少、血流量の増加、角層
状態の改善等により、向上させることができる。これらに対処することにより、美肌にな
る方法が検討されてきた。例えば、化粧品等の皮膚外用剤においては、美白剤、血行促進
剤、保湿剤等の適用により、肌の透明感に関わる因子を改善する試みがなされている。例
えば、美白剤を含む化粧料を皮膚に塗布し、メラニン産生を抑制して、しみそばかすを改
善する方法や、皮膚外用剤にオオムギ、ハトムギ等を含有させて皮膚に塗布することによ
り、肌荒れを改善する方法（引用文献１）がある。
【０００３】
　また、経口用組成物の摂取により肌の透明感を改善する検討も行われている。
　例えば、ボタンボウフウを有効成分とする経口用組成物が開発されている（特許文献２
）。該経口用組成物を被験者に４～８週間服用させた後、皮膚に光を照射し、皮膚の内部
から反射した光を受光して皮膚の透明度を測定すると、透明度が向上した結果が得られた
、としている。
【０００４】
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　その他に、経口用組成物の例として、ハトムギ若葉を含有する、シミ改善効果がある健
康食品（引用文献３）や、オオムギ若葉やケール、ハトムギ等を含有する粉末飲料（引用
文献４）がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－７５８１１号公報
【特許文献２】特開２０１１－１８４３５８号公報
【特許文献３】特開２００４－２８３１１２号公報
【特許文献４】特開２００３－３３４０４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　オオムギ若葉やハトムギを含む青汁等の健康飲料は、ビタミン類、ミネラル類、食物繊
維等の成分が含まれ、これらの成分が肌の調子を整え、野菜不足を補い、健康の維持に寄
与することを期待して、摂取されてきた。
【０００７】
　しかしながら、青汁等の健康飲料の原料に使用されるオオムギ若葉やハトムギ等が、肌
の美しさに寄与するどの因子に効果的なのかは未だ知られていなかった。
　また、野菜不足を補いたいけれどもその味等が好みではないとして、青汁等の健康飲料
を嫌う消費者が少なくなかった。
【０００８】
　本発明者らは、上記問題について鋭意検討した結果、オオムギ若葉等は、肌の美しさに
寄与するいくつかの因子に対して少量であっても有効であることを見出し、かつ経口で摂
取しやすい形態の組成物にすることにより、本発明を完成した。
【０００９】
　すなわち、本発明は、オオムギ若葉及び／又はハトムギ若葉を含有する、肌質改善剤を
提供する。ここで、前記肌質とは、例えば、皮膚内透明感及び／又は角層重層剥離の程度
を意味する。
　また、本発明は、オオムギ若葉及び／又はハトムギ若葉を含有する、ゼリー状経口用組
成物を提供する。
　更に、本発明は、オオムギ若葉及び／又はハトムギ若葉を、乾燥物換算で２００ｍｇ／
日～２０００ｍｇ／日となるように摂取させる、肌質を改善する方法を提供する。　
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、オオムギ若葉及び／又はハトムギ若葉を適量摂取することにより、肌
質を改善することができる。また、剤形を変えることによりオオムギ若葉及び／又はハト
ムギ若葉を摂取しやすくなる。
　なお、ここに記載された効果は、必ずしも限定されるものではなく、本明細書中に記載
されたいずれかの効果であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】皮膚内透明感を測定する装置の概略図である。
【図２】皮膚内透明感の評価に用いるパラメーターの概念を示す図である。
【図３】オオムギ若葉及びハトムギ若葉の継続摂取による皮膚からの赤色内部反射光の変
化を示す図である。
【図４】オオムギ若葉及びハトムギ若葉含有ゼリーを摂取する前の角層ストリッピング染
色像の図面代用写真である。
【図５】オオムギ若葉及びハトムギ若葉含有ゼリーを３か月摂取した後の角層ストリッピ
ング染色像の図面代用写真である。



(4) JP 2017-1994 A 2017.1.5

10

20

30

40

50

【発明を実施するための形態】
【００１２】
＜１．肌質改善剤＞
　本発明の肌質改善剤は、オオムギ若葉及び／又はハトムギ若葉を有効成分として含有す
る。オオムギ若葉のみ、ハトムギ若葉のみ含有してもよいが、好ましくはオオムギ若葉と
ハトムギ若葉の両方を含有する。
　本発明の肌質改善剤は、オオムギ若葉及びハトムギ若葉を乾燥粉末にしたもの、搾汁し
たもの、若葉の搾汁液を乾燥して粉末化したもの、若葉を溶媒で処理して抽出物としたも
の等の形状をとることができる。
【００１３】
（１）オオムギ若葉
　オオムギ（Hordeum vulgare）は、イネ科（Poaceae）オオムギ属（Hordeum L.）に属す
る植物である。オオムギには、穂に実を２列に付ける二条オオムギと穂に実を６列に付け
る六条オオムギ等とがあるが、本発明において特に限定されない。また、二条オオムギ、
六条オオムギ共に種々の品種があるが、品種も本発明において特に限定されない。
　オオムギ若葉は、播種後、出穂前（草丈が２０～４０ｃｍ程度）に収穫したものが好ま
しい。葉・茎が柔らかく、含有成分の豊富だからである。
　なお、本明細書においては、出穂前のオオムギの茎及び／又は葉を、まとめてオオムギ
若葉ということがある。
【００１４】
（２）ハトムギ若葉
　ハトムギ（Coix lacryma-jobi var. ma-yuen）は、イネ科（Poaceae）ジュズダマ属（C
oix）の植物である。ハトムギには種々の変種があるが、本発明において品種は特に限定
されない。
　ハトムギ若葉は、オオムギ同様、播種後出穂前に収穫したものが好ましい。
　なお、本明細書においては、出穂前のハトムギの茎及び／又は葉を、まとめてハトムギ
若葉ということがある。
【００１５】
（３）粉砕物の製造方法
　オオムギ若葉及びハトムギ若葉は、収穫後、粉砕物にすることができる。例えば乾燥粉
末に加工することができる。
　乾燥粉末にするには、従来知られている方法を用いればよい。具体的には、収穫した茎
及び／又は葉を自然乾燥又は乾燥機により水分を除き、ミル、クラッシャー、石臼、グラ
インダー等で微粉砕する方法、収穫した茎及び／又は葉を凍結乾燥して水分を除去後、粉
砕する方法、収穫した茎及び／又は葉を搾汁し、それを乾燥して粉末にする方法等が挙げ
られる。
【００１６】
　前記粉砕物及び乾燥粉末の粒径は、２００メッシュ以下の比率が好ましくは５０質量％
以上、より好ましくは９０質量％以上である。２００メッシュは、篩の目開き約７５μｍ
に対応する。２００メッシュ以下の粉末含有量が多いと、経口用組成物や皮膚外用剤に含
有させたときに、舌触り（舌へのざらつき）や肌触りを良くすることができる。
　粒径の測定方法は、従来知られている方法を用いればよく、例えば、レーザー回折式粒
度分布測定装置を用いることができる。
　なお、粒径は、平均径と捉えることもできる。粉砕物や乾燥粉末には様々な形の粒子、
例えば、針状、直方体状、立方体状、楕円体状、球状等が含まれると考えられるが、該平
均径を算出する際には、長径、短径、定方向径、定方向等分径、定方向最長幅、２軸平均
径、３軸平均径、立方等価径、円等価径、同等表面積径、同等体積径等を選択して決定す
ることができる。
【００１７】
（４）抽出物の製造方法
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　オオムギ若葉及びハトムギ若葉は、抽出物に加工することもできる。
　抽出物の製造方法は、収穫した茎及び／又は葉と溶媒を混合する工程を含むことを特徴
とし、特に限定されないが、加熱する工程を含んでいてもよい。抽出に用いられる茎及び
／又は葉は、生のもの、半乾燥したもの、乾燥したもの、凍結乾燥したもの等のいずれで
もよい。また、茎及び／又は葉は、適宜粉砕または裁断されたもの、収穫したときの茎及
び／又は葉そのものの形態であってもよいが、抽出効率が良い点で、粉砕されたものが好
ましい。
【００１８】
　溶媒として、水及び／又は有機溶媒等を用いることができる。例えば、精製水、エタノ
ール、ブタノール、プロピレングリコール、グリセリン、１，３－ブチレングリコール等
のアルコール、酢酸等が挙げられる。本発明において溶媒は、抽出物を経口で摂取したと
き、皮膚に塗布したとき等、ヒトを含む動物に適用した場合に問題（毒性があることや味
が悪くなること等）が生じなければ、特に限定されない。　
【００１９】
　オオムギ若葉及びハトムギ若葉への溶媒の添加量は特に限定されないが、茎及び／又は
葉の１００ｇに対し、例えば、１００～１０００ｍＬである。
　溶媒を茎及び／又は葉に添加して、例えば、３０秒～１時間加熱する。加熱温度は、例
えば、６０～１００℃である。その後、例えば、０～６０℃に冷却し、抽出を行う。温度
を下げた後の抽出時間は特に限定されないが、例えば、１時間～１６時間（１晩）である
。抽出終了後、必要に応じて濾過、遠心分離などで残渣を除いてもよいし、濃縮工程や精
製工程を行ってもよい。これらの工程は減圧濃縮やクロマトグラフィー等の各種公知の方
法を用いて行うことができる。
【００２０】
　なお、本発明のオオムギ若葉及び／又はハトムギ若葉を有効成分として含む肌質改善剤
は、剤形や適用方法等について特に限定されず、例えば経口用、皮膚外用の肌質改善剤と
することができる。
　経口用肌質改善剤であれば、乾燥粉末、搾汁、抽出物のほか、粉砕物、粒状、顆粒状、
錠剤、棒状、板状、ブロック状、丸状、液状、カプセル状、ペースト状、クリーム状、タ
ブレット状、ゲル状、ゼリー状、グミ状、ウエハース状、クッキー状、チュアブル状、シ
ロップ状、スティック状等の形態にすることができる。
　皮膚外用肌質改善剤であれば、クリーム状、ゲル状、液状、懸濁状、粉末状、フォーム
状、固形状等の形態にすることができる。
【００２１】
＜２．ゼリー状経口用組成物＞
　本発明のゼリー状経口用組成物は、前記オオムギ若葉及び／又はハトムギ若葉を含有す
る。ゼリー状にすることにより、従来の青汁飲料の味、風味等に由来する、摂取し難さや
抵抗感等を改善し、摂取前に青汁粉末を水や牛乳に溶くなどの手間を省くことができる。
　ゼリー状とは、ジュレ状ともいい、水分を多く含んだ、弾性を有する固体状態又はゲル
状態を指すが、本発明では、水分を多く含む原料を増粘剤等で増粘したり固形化したりす
ることで、経口摂取しやすくした状態のすべてを含み、特に限定されない。
【００２２】
　ゼリー状にするには、例えば、水分とほぼ均等に混和してゲル化を促すゲル化成分を用
いればよい。例えば、寒天、カラギーナン、ジェランガム、ファーセレラン、ゼラチン、
カードラン、サイリュードシードガム、ローカストビーンガム、キサンタンガム、グアー
ガム、ペクチン、アルギン酸、アルギン酸塩、マンナン及びタマリンドガム等の増粘多糖
類を少なくとも１種を用いることができる。ゲル化成分の量は、例えば０．１～１５質量
％の量である。
【００２３】
　オオムギ若葉及び／又はハトムギ若葉の粉砕物又は抽出物の量は、例えば、ゼリー１ｇ
あたり、好ましくは、乾燥物換算で１０ｍｇ～１５０ｍｇ、より好ましくは１０ｍｇ～１
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００ｍｇ、更に好ましくは１０ｍｇ～６０ｍｇである。オオムギ若葉及び／又はハトムギ
若葉の風味や粉っぽさをある程度残して感じられるように、オオムギ若葉及び／又はハト
ムギ若葉らを摂取しているという実感を与え、しかしおいしさも感じられるように、１０
ｍｇ／ｇ以上にすることが好ましい。また、ゼリー状に固めるため、１５０ｍｇ／ｇ以下
にすることが好ましい。
【００２４】
　ゼリー状経口用組成物は、経口摂取しやすくするため、更に、甘味料を含有することが
できる。甘味料としては、合成、天然のいずれでもよく、例えば、アスパルテーム、アセ
スルファムカリウム、スクラロース、還元麦芽糖水あめ、還元水あめ、還元乳糖、キシリ
トール、エリスリトール、ソルビトール、マンニトール、スクロース、フルクトース又は
グルコース等及びこれらの任意の混合物が挙げられる。
【００２５】
　また、ゼリー状経口用組成物は、ゲル化を促進するため、ゲル化促進剤としてのクエン
酸ナトリウムを、例えば０．０１～２．０％添加することができる。また、デキストリン
をゲル化補助剤として、例えば０．２～１．０％添加してもよい。
【００２６】
　更に、ゼリー状経口用組成物の水分として、水道水、各種イオン交換水及び精製水等、
飲料に適する水を含有する。水分の配合量は、通常、上述した各種成分との合計が１００
質量％となるような量、即ち残分量である。
【００２７】
　その他に、ゼリー状経口用組成物に、各種添加物、例えば、コラーゲンペプチド、タン
パク質、食物繊維、オリゴ糖、ムコ多糖類、ビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類、乳、
豆乳、野菜、果物、乳酸菌、納豆菌、酵母、麹菌、酪酸菌、着色料、酸味料、増粘剤、賦
形剤、結合剤、滑沢剤、安定剤、希釈剤、増量剤、乳化剤、香料等を添加することができ
る。
【００２８】
＜３．肌質を改善する方法＞
　本発明の肌質を改善する方法は、オオムギ若葉及び／又はハトムギ若葉を、乾燥物換算
で好ましくは２００ｍｇ以上／日から２０００ｍｇ以下／日、より好ましくは２００ｍｇ
以上／日から１０００ｍｇ以下／日、更に好ましくは２００ｍｇ以上／日から５００ｍｇ
以下／日となるように摂取させることを含む。
　一般的に青汁粉末は、１包あたり約３～１０ｇの量で包装されており、１包分をコップ
一杯（約２００ｍｌ）の水等で溶かし、飲用する。
　しかし、本発明によれば、オオムギ若葉及び／又はハトムギ若葉を、乾燥物換算で一日
あたり（一回あたり）２００ｍｇ以上摂取すれば、肌質改善の効果が認められる。青汁の
ように、大量のオオムギ若葉等を摂取する必要はない。
　また、肌質を改善するにあたり、オオムギ若葉及び／又はハトムギ若葉の摂取量の上限
はないが、例えば一日あたり２０００ｍｇも摂取すれば十分な効果が認められる。
【００２９】
　ここで、本明細書でいう「肌質の改善」には、例えば、皮膚内透明感の向上、角層重層
剥離の改善が含まれる。
　皮膚内透明感は、例えば、皮膚に光を照射し、皮膚の内部からの反射光を測定すること
により評価できる。皮膚の内部構造が乱れていると、皮膚内部で光が散乱・吸収されてし
まうため、反射光が少なくなり、皮膚内透明感が低くなる。また、角層が荒れていると、
照射光が皮膚内に入りづらく、皮膚内透明感が低くなる。
　照射する光は、好ましくは赤色光であり、例えば約６００～７５０ｎｍの波長の光であ
る。
【００３０】
　角層重層剥離は、角層の最外層において角層細胞が皮膚からはがれ落ちるときに、角層
が複数枚重なった形で皮膚表面からはがれ落ちることをいう。皮膚のターンオーバーが適
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切に行われないと、角層重層剥離が生じ得る。
　角層重層剥離の評価は、皮膚にテープを付着させて剥がす、テープストリッピングを行
い、テープに採取された角層を染色して観察することによりできる。染色された角層の形
や並び、染色の色の濃さ等を比較して、整っていると肌質が良いと評価できる。
【実施例】
【００３１】
　以下、実施例に基づいて本発明を更に詳細に説明する。なお、以下に説明する実施例は
、本発明の代表的な実施例の一例を示したものであり、これにより本発明の範囲が狭く解
釈されることはない。
【００３２】
＜実施例１＞
　健常女性７名を対象とし、被験者は本発明のゼリー状経口用組成物を１日１本（１５ｇ
入り）、３か月にわたり継続摂取した。ゼリー状経口用組成物には、ハトムギ若葉の乾燥
粉末２００ｍｇ、オオムギ若葉の乾燥粉末２００ｍｇ、その他は甘味料、増粘多糖類など
を含有させた。
　摂取前と摂取１、２、３か月後の顔面頬部の皮膚内部反射光をTranslucency Meter 　T
LS850（ダイアストロン社製）にて測定した。該測定装置は、図１に示すように、２０ｍ
ｍの幅の一方の端にＬＥＤ照明部位を備え、そこからもう一方の端にわたって受光部位を
複数備えている。頬部に測定装置をあて、ＬＥＤ照明部位から照射された光が皮膚内部で
反射して、反射光が受光部位に受光される。ＬＥＤ照明部位から遠い程、皮膚内部の反射
光が減少する。
【００３３】
本試験では、赤色光（６３０ｎｍ）を頬の皮膚に照射し、皮膚内部からの赤色の反射光の
総量をパラメーターとして用いた。
　図２に示すように、放射光をあてた頬部部分（光源の位置）の内部からの反射光の量を
Ｙ軸にとり、放射光をあてた部分からの距離をＸ軸にとる。そして、距離が遠くなると反
射光が減衰するカーブが得られる。反射光の総量は、カーブを積分して得られた値（面積
）となる。
【００３４】
　オオムギ若葉及びハトムギ若葉を継続摂取して赤色内部反射光を測定した結果を図３に
示す。摂取前（０か月）と比べて、１か月目で赤色内部反射光の総量の増加が有意に認め
られ、２か月目、３か月目と更に有意に増加する結果が得られた。
　従って、オオムギ若葉及びハトムギ若葉含有ゼリーの継続摂取により、皮膚内透明感が
改善されることが明らかとなった。
【００３５】
＜実施例２＞
　実験例１でゼリー状経口用組成物を継続摂取した被験者の顔面頬部の角層をテープスト
リッピングにより採取した。得られた角層は、ゲンチアナバイオレット、ブリリアントグ
リーン混液にて染色し、顕微鏡にて観察し、画像を取り込み、角層剥離パターンを判別し
た。
【００３６】
　継続摂取前の角層ストリッピング染色像を図４に、摂取３か月後の角層ストリッピング
染色像を図５に示す。摂取前は重層剥離が多くみられたが、摂取３か月後では重層剥離は
ほとんど認められなかった。すなわち、角層の状態が良くなったことが明らかとなった。
【００３７】
＜実施例３＞
　被験者６名に、青汁と、本発明のゼリー状経口用組成物を摂取してもらい、アンケート
を行った。評価項目は、おいしさ、食感の良さ、摂取のしやすさ（青汁については飲みや
すさ、ゼリー状経口用組成物については食べやすさ）、摂取するまでの手間（青汁は粉末
を水等に溶かす）、舌へのざらつきの５つであった。それぞれの評価項目について、以下
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の評点を付け、平均点を算出した。
　とても良い：５
　良い：４
　ふつう：３
　やや悪い：２
　とても悪い：１
　結果を表１に示す。
【００３８】
【表１】

【００３９】
　青汁よりもゼリー状経口用組成物の方が、おいしく、食感もよく、手間もかからず、な
めらかに感じて摂取できたことが明らかとなった。　
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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